
 

 

 

 

 

 

 

第２ 別 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2-1 

別図第１（地震－第２編第２章第２節） 緊急輸送道路図 
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別図第２ 被害調査区域図（風水害－第３編第７章第２節・地震－第２編第２章第２節） 
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別図第３（風水害－第３編第１０章第１節・第３編第１３章第３節、地震－第２編第２章

第３節・第３編第１１章第１節・第３編第１４章第３節） 
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別図第４（地震－別紙 東海地震に関する事前対策第２章第３節） 

        地震予知情報及び警戒宣言発令連絡系統図 

 

 地震予知情報及び警戒宣言が発令された場合、混乱の発生を未然に防止し、災害に備え

る準備をするため、安城市地震災害警戒（準備）本部は市職員、消防署、避難所、自主防

災組織、医師会、大手量販店、危険物取扱事業所、要配慮者利用施設等へ迅速に伝達する。 
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別図第５（風水害－第３編第３章第２節） 

有線通信途絶時の通信施設の優先利用図 

（他機関の無線通信施設の利用） 
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別図第６（風水害－第３編第４章第３節、地震－第３編第４章第３節） 
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別図第７（風水害－第３編第４章第３節、地震－第３編第４章第３節） 

              ヘリポート表示基準 
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別図第８（風水害－第３編第７章第１節） 

              通行の禁止・制限の標識 

 

  （ア） 災害対策基本法に基づくもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考 １ 色彩は、文字、縁線及び区分線を青色、斜めの帯及び枠を赤色、地を 
白色とする。 

     ２ 縁線及び区分線の太さは、１センチメートルとする。 
     ３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 
     ４ 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、 

図示の寸法の２倍まで拡大し、又は図示の寸法の２分の１まで縮小する 
ことができる。 

 

  （イ） 道路法、道路交通法に基づくもの 
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別図第９（風水害－第３編第７章第１節・第３編第７章第４節、地震－第３編第８章第１節・第

３編第８章第４節・第５編第４章第４節） 
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